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 2022(令和 4)年４⽉５⽇ 
 
ひたちなか市 渡邊政美副市⻑ 様 
 
 
             さよなら原発ひたちなか市実⾏委員会 
               代表  佐藤英⼀ (⾺渡) 
             未来への⾵いちから  
               代表 荻三枝⼦  (中根) 
             ひたちなか市の原⼦⼒防災を考える会 

代表  宮武宇也 (⽜久保) 
 

 2022 年 3 ⽉ 21 ⽇付け茨城新聞紙上の貴職の発⾔に対する申⼊れ 
  
ひたちなか市政発展にご尽⼒くださり敬意を表します。 
 さて、3 ⽉ 21 ⽇付茨城新聞に原発事故時の避難計画に関する貴職のコメントが
下に引⽤の通り載っておりました。 
 このコメントは、避難計画の実効性確保及び東海第⼆原発再稼働への対応が曖
昧で、従来の市⻑等が積み上げてきた発⾔とも相違し市政の不⼀致のように⾒受
けられます。また、貴職のコメントが他市町村に好ましくない影響を与える事も
懸念され、結果として原電にあらぬ期待を持たせるのではないか、と不安を抱い
ております。 

つきましては、貴職の真意はどうなのか下記のとおり伺いますので、報道が不
本意の内容であったとすれば速やかに訂正し、真意を広く周知されますよう申し
⼊れます。 

なお、質問に対しては 4 ⽉ 15 ⽇(⾦)までに回答をお願いします。 
 
【 茨城新聞 3 ⽉ 21 ⽇付け 渡辺副市⻑のコメント】 
「まずは PAZ が⼤事。全体をやっていると、いざというときに何もできてい 
ないことになる」。ひたちなか市の渡辺政美副市⻑は⼒説する。実効性を巡って 
は「答えは出ない。やれる限り想定するが、どこかで判断せざるを得ない」。 
 

記 
【  質  問  】 
１．「まずは PAZ が⼤事。全体をやっていると、いざというときに何もできてい 

ないことになる」とは何を意味するのでしょうか？ 
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（１）実効性ある避難計画が出来ないうちは、再稼働に事前了解を与える事はな
いという県知事や市⻑の発⾔を否定されているのでしょうか？ 

（２）否定していないとすれば、「いざというとき」をわざわざ⾔う必要はな 
いのではないですか？ 

（３）どのような事態を念頭に「いざというとき」と発⾔されたのでしょうか？ 
 使⽤済み燃料が原発のプールに置かれている現状を懸念してのことでしたら 
添付した参考情報１の通り、原電が東海第⼆原発を廃⽌する⽅針をとれば避
難計画は不要になる可能性のあることを想起すべきと考えます。 

 
２． 実効性を巡っては「答えは出ない。やれる限り想定するが、どこかで判断せ 

ざるを得ない」とは何を意味するのでしょうか？ 
（１）「やれる限り」とは市⾏政の⼒から⾒て取り組むことが可能な範囲という 

意味ですか？ 中途半端な計画になってもやむを得ないとすれば、原発事故は 
市⾏政の対応可能な範囲に収まるという保証はないから、市⺠の安全は確保さ 
れないことになりますが、それでよろしいのですか？ 
 
（２）「どこかで判断せざるを得ない」の「どこか」は 避難計画策定の環境条
件、⼿段・⼿法に関する「どこか」を指すのであって、東海第⼆原発の⼯事進捗
状況の「どこか」の時点という意味は⼀切含まれていないと理解してよろしいで
すか？ 
 
（３）また、他市町村の避難計画策定の状況に合わせ横並び的な「タイミング」
という意味での「どこか」でもないと理解してよろしいですか？ 
 
（４）今⽇に⾄るまで、原電から東海第⼆原発事故の最悪シナリオが⽰されてい
ません。避難計画は本来、最悪シナリオ、さらに複合災害が重なるケースにおい
ても、実効性のあるものとして策定されるべきと考えますが、副市⻑のお考えは
如何ですか？ 
 
（５）避難計画は、避難する個々の市⺠が避難計画を理解し納得しないうちは実
効性があるとは⾔えません。⼾別訪問による説明なども必要と思いますが、副市
⻑はどのような⽅法で住⺠との合意形成を進められるお考えですか？ 
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【 参考情報 】  

 ➀ 東海第⼆原発の使⽤済み燃料は既に冷却され、仮に、原電(株)が原⼦炉等
規制法に基づく廃⽌措置計画の認可を受けた場合には、5キロ圏外は原⼦炉災害
重点区域外になり避難計画の策定は不要となります。その結果、本市は、⻑砂地
区を対象とした避難計画を策定すればよいことになります。 
 さらに、使⽤済み燃料のすべてを乾式容器(乾式キャスク)に貯蔵後は、5キロ
圏内も避難計画の策定は不要となります。 

(根拠は原⼦⼒規制委員会の原⼦⼒災害対策指針) 
 
 
 ② 本市の市⺠は 15万５千⼈です。⼀⼝に市⺠と⾔っても、⽣活は多様で
す。今⽇誕⽣した⼦や未だ⾸の座らない⾚ちゃんがいる⼀⽅、救急⾞で搬送され
る⾼齢者や臨終を迎え悲嘆にくれる家族もいます。また、元気に遠くの他市に通
勤している⻘壮年もいれば、専ら市内で暮らす市⺠、病院などの⼊所者もいま
す。15万 5千⼈はこれらの⼈々の集合であり、⼀⼈ひとりの事情に応じ、⽣活
を精⼀杯おくっています。 
 避難計画は、このように多様な 15万 5千⼈もの市⺠の普段のくらしの上に、
突如として発⽣した原発事故に際して、市⺠の被ばくを最少に抑えて無事に避難
するための計画であって、市は重⼤な責務を負っています。 
 
 
 ③ 本市の区域はＰＡＺ(⻑砂地区)とその外側のＵＰＺに区分されています。 
5ｋｍの円周線からＵＰＺの最も遠い地区に放射能が達するまでに要する時間
は、秒速 3 メートルのそよ⾵を例にとれば５３分間です。 
（最も遠い枝川や開⾨橋は 9.5ｋｍの距離です。放射能は⾵速 3ｍ／秒だとⅠ時
間で約 11ｋｍ⾶ぶ計算です。）（令和 3年度ひたちなか市防災マップを使⽤） 

「どこかで判断せざるを得ない」といった姿勢でつくった避難計画で、短時間
のうちに広がる放射能の被ばくを最少に抑えることが出来るでしょうか。 

 
 

          連絡先 
            佐藤英⼀ 312−0012 市内⾺渡 2824−63 
                 電話 273-4775 090-5410−1336 
 


